応　募　要　項
＜応募資格＞
　日本在住の個人または企業、団体とします。
＜応募条件及び応募について＞
１．日本精密機械工業会（日精工）会員の工作機械や製品により加工あるいは組み立てた作品とします。
２．応募予定の個人または企業、団体は、あらかじめ「エントリー申込書」を2026年3月19日（木）迄事務局に提出して下さい。
３．一次審査に応募の場合は作品の写真と「応募用紙」のみ、8月7（金）必着で日精工事務局に提出して下さい。写真のサイズ及び枚数は問いません。
４．応募作品数に制限はありません。但し１点につき「応募用紙」1枚への記入をお願いします。
５．応募作品が商品であり、受注企業の許可が必要な場合は、応募者においてご確認のうえ応募して下さい。

６．第三者の著作物を作品として応募される場合は権利保有者の事前承諾を取られた上で応募して下さい。
７．作品の大きさは原則として幅500mm×奥行500mm×高さ500mm以内、重さ30kg以内とします。この大きさ及び重量に入らない出品物の応募を希望される場合は、事前に日精工事務局に相談して下さい。

８．一次審査を通過された応募者は二次審査のために作品を指定場所に送品して下さい。送付先と受け入れ日は9月中旬にご連絡いたします。
９．応募作品は危険物の規制に関する法令を遵守して下さい。

１０．二次審査に応募の作品を郵送、運搬される場合は梱包等に十分注意して発送下さい。郵送、運搬時の事故による破損等については日精工では責任を負いません。
１１．錆が心配される作品については防錆油等で錆止めの処置をしてから応募して下さい。
１２．製作費用、運搬費用は応募者の負担とします。
１３．応募作品は原則としてJIMTOF2026閉会後回収願います。返却を希望される場合は、日精工事務局に予めご連絡下さい。運搬費用は応募者の負担にて送付いたします。
１４．審査結果の発表及び表彰式はJIMTOF2026の前夜祭で行います。
１５．入賞作品は表彰式後、JIMTOF2026の会場に期間中展示します。

１６．応募作品、応募用紙にご記入頂いた情報は展示会場での展示や、日精工のホームページ、広告、カタログ、会報等に掲載する場合があります。
